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「立山町保育施設等におけるカスタマーハラスメント
への対応に関する基本方針」を策定しました。 

目的と概要 

近年、社会全体で、顧客等からの著しい迷惑行為として「カス 

タマーハラスメント」への対応について関心が高まっています。 

保育施設等は、職員が中心となって、保護者や地域の皆様と 

良好な信頼関係を築き、共に協力してこどもたちの健やかな成長

を育んでいく場所です。 

立山町では、保育施設等の職員一人ひとりが穏やかな状態で気

持ちよく保育に専念できること、保護者や地域の方と心地よいコ

ミュニケーションを取っていくことが、こどもたちの最善の利益

につながるものと考えています。 

この点について、保育施設等の職員や保護者、地域の皆様が共

通理解を深め、今後も質の高い保育を提供していくことを目指し

て、「立山町保育施設等におけるカスタマーハラスメントへの対

応に関する基本方針」を作成しました。 

内容 別紙 

町のコメント 

カスタマーハラスメントと判断される言動が認められた場合

は､職員を守るため、必要に応じて警察や弁護士等の外部機関に

も相談し、協力を仰ぎながら、毅然とした態度で対応をします。 
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